
１ 趣 旨
令和 6年 4月に施行の改正児童福祉法では児童福祉と母子保健の一体的支援を目的として「こども
家庭センター」を設置し、すべての妊産婦・子育て世帯を対象に支援を行うこととしています。乳児
院には、これまで培ってきた専門性を活かし、乳児院で暮らす子どもたちの健やかな育ちを保障して
いくとともに、地域で暮らすすべての妊産婦・子育て世帯の支援も期待されています。
また、現在、国において「都道府県社会的養育推進計画」の見直しに向けた検討が進められており、
今秋には次期計画の策定要領が発出される予定です。乳児院が今後、その機能と役割を発揮していく
ためには各都道府県において実施される現行計画の見直しに各乳児院が参画していくことが重要とな
ります。
本大会は、子どもの権利擁護や人材の確保・育成・定着など種々の課題もある中で、乳児院の施設
長・職員が一堂に会し、乳児院が今後とも社会から求められる機能・役割を果たしていくために学び、
また気づきを得ることを目的として開催します。

２ 主 催 社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国乳児福祉協議会

３ 後　援（予定） こども家庭庁
長崎県、長崎市

 社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

４ 会 場 ホテルニュー長崎
 〒 850-0057　長崎県長崎市大黒町 14 番 5号
 TEL：095-826-8000　FAX：095-828-3396

５ 期 日 令和５年10月5日（木）・6日（金）（2日間）　　
６ 参 加 費 １８，０００円　（交通費・宿泊費・懇親会費は含みません）

７ 定 員 ２００名（先着順）
※１施設 1～ 2名程度（永年勤続者表彰被表彰者（候補者）を除く）
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８ 参 加 対 象 乳児院施設長もしくは代行者、法人役員、乳児院上級職員（『乳児院の
研修体系』に基づく概ね 7 年目以上の職員）、児童福祉施設職員、行政
職員、社会福祉協議会職員、その他乳幼児養育・保育に関心のある方。

本大会は、『改訂 乳児院の研修体系—小規模化にも対応するための

人材育成の指針—』（平成 27 年 3 月　全国乳児福祉協議会）の中で、

全国でおこなうべき研修として位置づけられている、乳児院の施設長

および上級以上の職員（概ね 7 年目以上、またはそれに等しい業務

経験と研修履歴のある職員）を対象に企画しています。修了者には、『研

修体系』に基づいたポイント（本研修は 5 ポイント）が付与され、受

講証明書を発行いたします。

９ 日程・プログラム （予定）

※本プログラムは、別紙「本大会で取り上げる『研修体系』の領域（①～⑨）と施設長が獲得すべき内容」
を踏まえて構成しています。

⑴　10月 5日（木）
時　間 プログラム

11：30 ～ 12：30 開場・受付

12：30 ～ 13：15
（45 分）

開会式
表彰・贈呈式
全国乳児福祉協議会会長表彰（永年勤続者）

13：15 ～ 14：00
（45 分）

基調報告
全国乳児福祉協議会　会長　平田　ルリ子

14：00 ～ 14：15 休憩（15 分）

14：15 ～ 16：15
（120 分）

シンポジウム「乳幼児総合支援センターをめざして」

[ コーディネーター ]
子どもの虹情報研修センター　副センター長　増沢　　高 氏

[ シンポジスト ]
こども家庭庁支援局家庭福祉課長　小松　秀夫 氏

武蔵野大学看護学部　教授　中板　育美 氏
全国乳児福祉協議会　副会長　横川　　哲 　

16：15 ～ 16：30 休憩（15 分）

16：30 ～ 17：30
（60 分）

説明
　『乳児院における「安全計画策定」と「業務継続ガイ
　ドライン」について』

全国乳児福祉協議会　総務委員会

会場転換

18：30 ～ 20：30 交流会（自由参加）



⑵　10月 6日（金）
時　間 プログラム

8：30 開場

9：00 ～ 10：30
（90 分）

特別講演
　「家族史的視点から見たシーボルトとその家族」

長崎純心大学　客員教授　宮坂　正英 氏

10：30 ～ 10：45 休憩（15 分）

10：45 ～ 12：00
（75 分）

講演
　「子どもの権利条約、関係法における子どもの権利擁護」

くれたけ法律事務所　弁護士　池田　清貴 氏

12：00 ～ 12：15
（15 分）

閉会式

10 参加・交流会・宿泊等の申込みについて

※詳細は、別添案内書をご確認ください。

（１）締　切　令和 5年8月31日（木）
（受付は先着順。締切前でも定員に達し次第、締め切る場合があります。）

（２）申込先および参加費・宿泊費等送金先
株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム
九州ビジネスサポートチーム 九州中国四国MICE センター

（３）申込方法
専用サイト（下記URL）にて必要事項をご登録いただき、お申込みください。

https://amarys-jtb.jp/nyujiin72/

（４）申込みから当日までの流れ
1．サイトでの参加申込完了時にご登録いただいたメールアドレスに、参加登録完了の
案内を送信します。申込内容に相違がないか必ずご確認ください。
※参加申込者の中で永年勤続者表彰被表彰者（候補者）がいる場合は、サイト登録
時にチェックする項目がございますので必ずチェックしてください。

2．請求書は、９月１日（金）以降にサイトのWEB システムからダウンロードしてい
ただき、令和５年９月 15 日（金）までに申込先業者の指定振込先へ必ずお振込み
ください。

3．参加券は、入金確認後令和５年 9月 20 日（水）以降にサイトのWEB システムから
参加券がダウンロードできるようになります。

4．本協議会当日は、お手数ですが、参加券をすべて印刷してご持参ください。



11 留意事項
○参加費振込後の取消は、いかなる場合にも、返金対応をいたしかねます。資料の送付
をもって代えさせていただきます。
○受講証明書は、当日参加をもって発行します。
〇参加者・宿泊等の変更・取消が必要な場合の手続きや条件は、申込サイトをご参照く
ださい。

12 必要な配慮について
手話通訳、要約筆記を希望される方や、車いすを使用するなど参加にあたり配慮が必
要な方は、申込書の備考欄によりお知らせください。
その他、不明な点やご要望がありましたら、全乳協事務局まで事前にお問合せください。

13 申込書記入事項の取扱いについて
申込書に記入された個人情報は、とりまとめ先（㈱ JTB 長崎支店）が申込者との連絡
の際に使用します。また、協議会の円滑な運営のため全乳協事務局に提供されます。
宿泊や交流会をお申込みの場合は、宿泊機関等の提供するサービスの手配や受領のた
めの手続きに利用するほか、利用するにあたって必要とされる範囲内で当該機関等に提
供します。
全乳協では、申込書に記載された事項のうち、「都道府県名」「施設名・所属名」「参加
者名」「役職」をもとに参加者名簿を作成し、当日資料として印刷します。
参加者名簿は、参加者相互の情報交換・交流促進を図るための基礎的資料とすること
が目的です。

問い合わせ先

（１）協議会内容等
全国乳児福祉協議会　事務局（担当：真辺）
〒 100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
 全国社会福祉協議会・児童福祉部
 TEL：03-3581-6503　　FAX：03-3581-6509
 E-MAIL：nyu-ji@shakyo.or.jp

（２）参加・宿泊等
株式会社 JTB ビジネストランスフォーム九州ビジネスサポートチーム九州中国四国MICE センター
第 72 回全国乳児院協議会係
〒 810-0072　福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル 5F
 E-MAIL：nyujiin72@jbn.jtb.jp　TEL：092-751-2102
 営業時間 : 月～金曜 10：00 ～ 17：00　土・日・祝祭日は休業


